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いわてで働きたい人の 

仕事・就職情報サイト

　岩手の仕事・就職情報サイト『シ

ゴトバクラシバいわて』では、県内

外で開催されるイベントやセミ

ナー情報のほか、県内の企業情報、

相談窓口や支援機関の紹介など、お

役立ち情報を多数掲載しています。

■アドレス　ht tp ://www.

shigotoba-iwate.com/

■問い合わせ先　ジョブカフェ

いわて（☎01９-621-1171）または

県雇用対策・労働室（☎01９-62９-

55９1）

ひとりで悩まないで 

教員相談ダイヤルへ

　「教員相談ダイヤル in 岩手大

学」では、学校の先生方が抱える

職場での悩みや問題について、

相談に応じています。相談中に

知り得た情報は、堅く秘密を守

ります。

■対象　教員本人・家族や同僚な

ど周囲の人・代理の人

■相談員　教育現場経験者・臨床

心理士

■相談日時　毎週火曜日から金曜

日までの午後５時から９時まで

■相談ダイヤル　☎0 1 ９ - 6 2 5 -

7383

製造事業所を対象に 

工業統計調査を実施

　経済産業省では、従業員4人以

上の全ての製造事業所を対象に、

工業統計調査を実施します。

　この調査は、国の工業の実態を

明らかにすることを目的とし、統

計法に基づく報告義務がある重要

な統計調査です。

　調査の結果は、中小企業施策や

地域振興などの基礎資料として利

活用されますので、調査票への回

答にご協力ください。

■調査日　６月１日㈭　※例年は

12月31日に実施していたもの

■問い合わせ先　市役所総務課情

報統計係（☎・内線1241）

自動車税は期限を守り 

忘れずに納めましょう

　自動車税は、4月１日時点での

車の所有者に課されます。

　対象者には、盛岡広域振興局か

ら納税通知書が送付されますの

で、５月31日㈬までに最寄りの金

融機関などで納めてください。

　転居などで自動車の住所変更手

続きに不備があると納税通知書が

届かない場合があります。その際

は同局へご連絡ください。

■問い合わせ先　同局県税部（☎

01９-62９-6546）

JICAボランティア 

募集に伴う説明会開催

　（独）国際協力機構では、JICAボ

ランティア春募集「体験談＆説明

会」を開催します。入場無料、事前

予約は不要です。

■開催日　4月20日㈭

■時間　午後７時から９時まで

■場所　アイーナ５階

■内容　事業概要や制度の説明、

活動紹介映像の上映、体験発表、

応募相談など

■応募期限　５月10日㈬

■問い合わせ先　JICA東北（☎

022-223-4772）

うつ病の家族教室に 

参加してみませんか

　県精神保健福祉センターでは、

うつ病の対応方法や社会資源を学

ぶ家族教室を開催します。

■開催日　（全て木曜日）５月25

日、６月15日、７月20日、8月17

日、９月21日

■時間　午後１時半から３時半

まで

■場所　県福祉総合相談センター

（盛岡市本町通3-1９-1）

■申込期限　５月18日㈭

■問い合わせ先　県精神保健福祉

センター（☎01９-62９-９617）

大切な家族を亡くし 

悲しみを抱える人へ

　県精神保健福祉センターでは、

大切な家族を亡くした人などを対

象に、悲嘆について理解を深める

公開講座を開催します。

■開催日　５月14日㈰

■時間　午後１時から2時半まで

■場所　県福祉総合相談センター

（盛岡市本町通3-1９-1）

■申込期限　５月8日㈪

■問い合わせ先　県精神保健福祉

センター（☎01９-62９-９617）

農業集落排水施設など 

使用世帯の人員を調査

　市は、毎年4月１日および10月

１日を基準として、農業集落排水

施設などの使用世帯人員調査を実

施しています。調査対象は❶農業

集落排水❷集合浄化槽❸自家水・

組合水道水を排水している公共下

水道−の使用世帯です。

　基準日までの使用料算定人数と

基準日における住民登録人数が異

なる世帯には、上下水道課から確

認の案内書を郵送します。

　使用人数の変更を希望する場合

は、同封する使用者等変更届を提

出してください。案内書の内容に

変更の無い世帯は提出不要です。

■問い合わせ先　市役所上下水道

課（☎・内線1272～1276）

その病気、その症状は 

アスベストが原因かも

　ご家族に肺がんや中皮腫などと

診断されたり、亡くなられた人は

いませんか？

　その病気、その症状はアスベス

ト（石綿）が原因かもしれません。

　アスベストによる疾病と認定さ

れた場合、各種給付を受けること

ができます。お心当たりのある人

は、ご相談ください。

■問い合わせ先　盛岡労働基準監

督署（☎01９-604-2530）または岩

手労働局労災補償課（☎01９-604-

300９）

　広報はちまんたい３月９日号

（№ 261）の 16㌻『交通事故発生件数』

の表で物損事故の件数を「30」と記述

しましたが、正しくは「64」でした。

　おわびして訂正します。

おわびと訂正

介護の研修を受講して 

資格を取得しませんか

　社会福祉法人みちのく協会で

は、介護についての知識を習得し、

今後の職業に役立てたいと考えて

いる人を対象に、介護職員初任者

研修課程講座を開催します。

■開催日　６月３日㈯から10月

4日㈬まで全22回（130時間）開催

■修了試験日　10月14日㈯　

■受講場所　特別養護老人ホーム

富士見荘

■受講料　６万円（テキスト代含

む）

■定員　20人

■応募期間　4月20日㈭から５月

25日㈭まで　

■問い合わせ先　特別養護老人

ホーム富士見荘・工藤、大金（☎

78-2455）

山火事の防止を 

心掛けましょう

　県では、５月31日㈬まで山火事

防止運動を展開しています。次の

ことに注意して、山火事防止に努

めましょう。

▶強風や空気の乾燥時は、たき

火、火入れ、野焼きをしない。▶

枯れ草などがある場所では、たき

火、野焼きをしない。▶たき火の

場所を離れるときは、必ず消火す

る。▶たばこの吸い殻を投げ捨て

ない。▶森林の周囲１㌔の範囲で

の火入れは、必ず市の許可を受け

る。▶火遊びはしない。

■問い合わせ先　市役所農林課林

業係（☎・内線133９）

入山や農作業時は 

クマに注意しよう

　春先はクマが冬眠から目覚め

る季節です。クマによる被害を

防ぐために、次のことに気を付

けましょう。

▶入山地域のクマの出没情報を

収集し、危険な場所には近づか

ない。▶朝夕や霧が出ている時

の入山は避け、単独行動はしな

い。▶鈴、笛、ラジオなど音の出

るものを身に付け、人の存在を

知らせる。▶クマのフンや足跡

を見つけたら引き返す。▶もし

クマに出合ったら、慌てたり、騒

いだりしてクマを刺激しない。

▶逃げる際は、背中を見せない。

また、走らず、ゆっくり後退す

る。▶クマを引き寄せないため、

野山に生ゴミなどを捨てない。

　また、クマなどによる農作物

被害対策として「電気牧柵」の設

置が有効です。鳥獣被害防止を

目的とした設置に対し、補助が

ありますので、設置を検討して

いる人は、市にご相談ください。

■問い合わせ先　市役所農林課

林業係（☎・内線133９）

国税の振替納付日と 

預貯金残高の確認を

　確実に振替納付できるよう、振

替納付日の前日までに預貯金残高

をご確認ください。

■振替納付日　▶所得税　4月

20日㈭　▶消費税　4月25日㈫

■問い合わせ先　盛岡税務署（☎

01９-622-6141）
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